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議    長

松 元 支 局

議 長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、平成２９年度第１０回総会を開催いた

します。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１６人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、上四元委員、園山委員、村山委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、福永委員、脇田委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせします。

議題１．｢農地法第３条許可申請に関する件」、議題７．｢農用地利用集積計画に

関する件」につきましては、議事参与の制限となっておりますのでよろしくお願

いします。

本日は上四元委員が体調不良のため欠席となっていますので、松下委員が発表

委員となります。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～４ページ ７件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。

２ページ、番号３号につきましては、１４番委員の同居の親族が、申請人とな

っている案件でございます。

従いまして、１４番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

（１４番委員離席後）

それでは、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、譲受理由：相手要望、譲渡理由：労力不足、権利の種別の内容：所

有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件は、農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願いい

たします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」番号３号につきましては、原案どおり許可することに決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１４番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。

（１４番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

まず、谷山、１３番委員お願いします。
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、譲受理由：受贈、譲渡理由：贈与、権利の種別の内容：所有権移転、

贈与。

この件につきまして、補足して説明いたします。

土地の所在地３筆のうち、２、３行目については、譲渡人の持分２分の１のみ

移転致します。

以上です。

議 長 次に、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

番号４号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

番号５号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、郡山、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」６件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。
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議題２．農地法第４条許可申請に関する件

５ページ～６ページ ２件

議    長 次に、議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

まず、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、転用目的・施設等：資材置場、貸資材置場２７５．００㎡、周囲の

状況及び被害防除計画：東…他人畑、宅地、西…他人畑、里道、南…宅地、市道、

北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 次に、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、駐車場、駐車場１０１．００㎡、東・北…宅地、西…他人畑、南…

私道、境界…ブロック積、雨水…私道側溝。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」につきましては、原案どおり許可

するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。

議題３．農地法第５条許可申請に関する件

７ページ～１２ページ １０件

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、権利の種別：所有権移転、贈与、転用目的・施設等：駐車場、駐車

場１６．００㎡、法面等１５３．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…市

道、西・北…山林、南…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

この件につきましては、事務局より補足して説明いたします。
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谷 山 支 局 この件につきまして、補足して説明いたします。

申請地は、皇徳寺団地の東北東側にある高さ約１５ｍの自然法面の一部です。

譲受人は、これまで自己所有地との思い込みから、法尻部分を開墾し１５年程

前から駐車場として利用していましたが、昨年、当時者間で申請地を含む民民境

界線の確定を行った結果、譲渡人が所有する農地の一部であるとの合意に至り、

現況駐車場部分を含む法尻から法肩までの分筆した区域１６９㎡を、譲受人から

贈与により所有権移転を受けようとするものです。

なお、駐車場として使用する面積は、普通車１台分相当の１６㎡でございます

が、背後地の法面は、雑木・孟宗竹自然繁茂による非農地であり、利用者が駐車

場の防災上から維持管理を要することから、１筆全体を所有権移転するものです。

なお、譲受人には、無断転用行為の自覚及び農地法の遵守について、今後この

様なことを行わないよう、代理人を通じて始末書の提出を求め指導致しました。

以上です。

１ ３ 番 委 員 続きまして、

番号２号、所有権移転、売買、建売住宅、住家２棟９６．０５㎡、庭敷地等４

１６．９５㎡、東…渡人畑、宅地、西…市道、南…他人畑、北…渡人畑、境界…

コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号３号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟９７．５０㎡、車庫１棟５

７．９６㎡、庭敷地等２３９．５４㎡、東…私道、西・北…宅地、南…市道、境

界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

この件につきましては、事務局より補足して説明いたします。
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谷 山 支 局 この件につきまして、補足して説明いたします。

申請地は、ＪＲ五位野駅と平川動物公園を直線で結んだ中間付近に位置する２

種その他の農地で、住家及び車庫各１棟を建築しようとするものです。

ところで、譲受人は、借家住いであることから予てより自宅建築用地の検討を

行ない、平川町境の下福元町影原に建築用地を選定のうえ、平成２９年６月には

５条転用許可申請を提出し、同月開催した第３回総会に於いて都市計画法第４３

条の許可交付を以て許可することを決定しております。

しかしながら、この間、都市計画法の申請手続き未了の７月５日に譲渡人が死

亡されたことから、譲渡人側の相続人を決定・継承しての４３条申請による許可

書交付を待っておりましたが、遺産分割協議等が整わないまま今日に至り、現在

も解決の目途が立っていない状況にあります。

この様なことから、代理人を通じて譲渡人・譲受人の双方に、５条申請の取り

下げを打診中でございますが、趣旨は理解されているものの譲渡人側の相続人が

決定されず、連名による取り下げ願いは、提出できておりません。

従いまして、本件の譲受人は、５条申請の重複状況にありますが、前記の経緯

を踏まえ、次の観点から申請を受理致したところでございます。

・譲受人には、あきらかに不誠実な行為や瑕疵はないと思われること。

・従前の５条申請の実現性喪失により、譲受人は、別件の取下げ申請を履行す

る旨の誓約書を提出していること。また、譲渡人側も、取下げに異存はないこと。

・譲受人は、借家住いで自宅取得の必要性が切迫し、当初計画の断念が余儀な

い中、本申請の受付留保した場合、譲渡人家族の生活設計に及ぼす悪影響が危惧

されること。

（子供達の通学、交友関係、近隣付合、資金調達、建築費の変動、その他）

・本件申請については、新たな譲渡人との間で計画が確立しており、転用行為

の履行が確実と思われること。

なお、従前の５条申請につきましては、早期に取下げの手続きがなされるよう、

代理人を通じて働きかけ、引き続き解決に向けて努めてまいります。

以上です。

１ ３ 番 委 員 続きまして、

番号４号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１３５．８０㎡、庭敷地等

１９５．２０㎡、東…私道、西…渡人畑、南・北…宅地、他人畑、境界…ブロッ

ク積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号５号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１０２．６８㎡、庭敷地等

１１０．３２㎡、東・南…宅地、西…私道、北…市道、境界…ブロック積、雨水

…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。
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７ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、所有権移転、売買、駐車場、駐車場６９４．００㎡、東…渡人畑、

西・南…山林、北…里道、境界…土留、雨水…自然流下。

番号７号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟９２．６２㎡、庭敷地等４

０６．３８㎡、東・北…宅地、西…市道、南…貸人畑、境界…ブロック積、雨水

…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟９７．４７㎡、庭敷地等２

２３．５３㎡、東…宅地、西・南…貸人畑、北…貸人畑、公衆用道路、境界…ブ

ロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽。

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。

申請地は平成７年に土地基盤整備事業を実施しているため、農振除外後の農地

区分は第１種農地となります。この第１種農地は原則として転用を許可できない

ところですが、申請地東側の隣接地から集落が広がっていることから、不許可の

例外規定である農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続施設」に該当します。

なお、周辺農地への用排水等の営農条件についても支障を生じる恐れがないこ

との確認もしましたので、転用はやむをえないと判断したところでございます。

申請地は、借人の父親である貸人が所有する土地を挟んで、水路に面しており、

敷地の入り口部分にパイプを埋設して、雨水等を水路に放流する計画で、貸人の

承諾を得て、水路を管理する農地整備課とは協議済みです。

以上です。

議 長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、所有権移転、売買、建売住宅、住家１棟５６．３１㎡、庭敷地等３

４４．６９㎡、東…私道、渡人畑、西・南…他人畑、北…他人畑、宅地、境界…

ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、松元支所から東に約３．５ｋｍに位置する第２種農地のその他の農

地に該当します。

議案書中の周囲の状況及び被害防除計画欄に雨水は里道側溝へとありますが、

雨水は東側にあります、私道の持分を取得し、既設の私道側溝を通って里道側溝

へ流す計画となっております。

以上です。

議 長 次に、郡山、６番委員お願いします。
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６ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、所有権移転、売買、発電施設、太陽光発電１，０６８．００㎡、

東…国道、西…里道、南…他人畑、北…山林、境界…土留、雨水…自然流下。

本件について補足説明をさせていただきます。

申請地は、郡山支所から、北へ約３㎞に位置する第 2 種農地のその他の農地に

該当します。

譲渡人は平成１５年１１月に植林転用目的で５条転用申請を行い、許可を受け、

植林を行いましたが、根つかず、山林に地目変更するまでに至らなかったため、

山林転用を断念し、理由書添付のうえ、今回の申請に至ったものです。

譲受人は太陽光発電施設を設置するため、申請地を購入し、転用を行うもので

す。規模としましては、太陽光パネル２７０枚、発電出力４９．５ｋＷで約９世

帯分の年間消費電力に相当するものです。九州経済産業局から発電設備認定の通

知を平成２９年１月に受けております。また、九州電力から工事負担金の請求を

受けて、４月に支払いを完了していることを確認しております。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、除外

審議済の番号８号以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されます。

お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題３．「農地法第５条許可申請に関する件」１０件につきましては、

原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。

但し、農地区分が除外後第１種農地である番号８号につきましては、「県農業会

議」に意見聴取し、許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付す

ることといたします。

議題４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

１３ページ～１４ページ ５件

議 長 次に、議題４．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議し

ます。  

吉田、桜島地区に合意解約の通知が出ております。

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題４．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」５件

につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。
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議題５．非農地認定に関する件

１５ページ～１７ページ ５件

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：１９９５－１：住家１棟、倉庫１棟、車庫１棟、４４年

経過、現況宅地。１９９５－２：倉庫１棟、４４年経過、現況宅地。

番号２号、調査結果：法面として約２０年経過、現況雑種地。

以上です。

議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、調査結果：唐竹、雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

番号４号、調査結果：唐竹、雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、郡山、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、調査結果：雑木、ゴキ竹、コサン竹自然繁茂、約４０年経過、現況

山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する

件」５件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農地利用変更届出に関する件

１８ページ １件

議 長 次に、議題６．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１３番委員お願いします。
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑としての利便性を高める。工事開始日：平成３０年３月１５日、工

事終了日：平成３０年５月３１日、周囲の状態：東・南…里道、北…水路、西…

宅地、他人田、境界…ブロック積、作物…甘しょ、高さ…０．４ｍ、搬入土…シ

ラス、黒土。

この件につきましては、事務局より補足して説明いたします。

谷 山 支 局 この件につきましては、補足して説明いたします。（図面掲示）

届出地は、県立南高校からふれあいスポーツランド方向へ約１．５ｋｍ進んだ、

永田川と谷山中央自動車学校の中間に位置する、中山町の２種その他の農地です。

もともとは、間口が約１８ｍ、奥行が約３６ｍある長方形の水田ですが、その

一部となる中央部分４４２㎡は、使用貸借により息子の住家建築を目的とした５

条転用申請がなされ、前月の総会において許可になっております。

なお、この許可申請地の立会に際して、転用を行なわずに分断される南北２ヶ

所の残地について、畑として利用するため盛土を計画していることが判明したこ

とから、指導を行った農地利用変更届出に対して、届出書が提出されたものです。

届出２ヶ所の内訳は、南側の幅員４．６ｍの里道に面する部分の面積が２２０

㎡、北側の水路と幅員２．３ｍの里道に面する部分の面積が１６０㎡で、搬入す

る盛土は、いずれもシラス・黒土４０ｃｍございます。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農地利用計画変更届

出に関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。

議題７．農用地利用集積計画に関する件

１９ページ～３６ページ ４２件

議    長 次に、議題７．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

２５ページ、番号７号につきましては、１４番委員自身が代表の農地所有適格

法人が、申請人となっている案件でございます。

従いまして、１４番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

（１４番委員離席後）

それでは、番号７号につきまして、事務局から報告をお願いします。
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事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

２５ページをご覧ください。

番号７号、地目：畑、面積１，７２５.００㎡、権利の種別：賃借権、設定期間

１０年、区分：新規。

平成３０年１月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」番号７号につきましては、原案どおり、承認することに決定いたし

ます。

次の案件の審議に入ります前に、１４番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。

（１４番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。残りの４１件及び先ほどの１件を併せて、一括し

て事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 議題７．「農用地利用集積計画に関する件」について、只今の分も含めまして、

ご説明申し上げます。

１９ページをお開きください。

「議案第７号」農用地利用集積計画（利用権設定等）調書で、平成３０年１月

３１日公告予定です。

今回の利用権設定につきましては、使用貸借権８件１０，３２１．００㎡、全

て新規、賃借権３４件５４，４０７．００㎡、うち新規３３件５１，０７７．０

０㎡、合計４２件６４，７２８．００㎡、うち新規４１件６１．３９８．００㎡

となっております。

次に２０ページをお願いします。

これは、前ページで説明いたしました使用貸借権の設定期間別の内訳です。多

い順に設定期間１０年が５件、５年から１０年未満が３件となっております。

次に２１ページをお願いします。

これは、１９ページで説明いたしました賃借権の設定期間別の内訳です。多い

順に設定期間１０年が１４件、５年から１０年未満が１２件、３年が５件、５年

が２件、１年から３年未満が１件となっております。

次に２２ページをお願いします。農用地利用集積計画総括表です。

下の合計欄をご覧ください。筆数は、使用貸借権１２筆、賃借権５９筆、計７

１筆。面積は、田２８，９７３．００㎡、畑２４，０７０．００㎡、樹園地１１，

６８５．００㎡、計６４，７２８．００㎡うち更新分は、３，３３０．００㎡で

す。

利用権等の設定をする者及び受ける者は４２人。うち更新分は１人となってお

ります。

次に２２ページから３６ページまでは先ほど説明しました農用地利用集積計画

総括表の使用貸借権、賃借権、所有権の内容です。

記載事項は、利用権の設定を受ける者、設定する者、土地の所在地、権利の種

類、始期、終期、１０a の賃借、全体の賃借、耕作面積、区分等についての調書

です。お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題８．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題８．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

それでは、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、一般住宅

４．現況、申出地は、石谷町隠迫地区にあり、松元支所から北東へ約２．５ｋ

ｍに位置し、東側は他人畑、宅地、私道、西・南側は他人畑、北側は市道に接し

ている。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書の通りで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」、１件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。

議題９．平成３１年度 国への農地等利用最適化推進施策の意見について

  別冊資料３

議    長 続きまして、議題９．「平成３１年度 国への農地等利用最適化推進施策の意見

について」を審議します。

今月と来月のふた月にかけて話し合っていただき、来月は最終的に提案を取り

まとめていきたいと思います。

なお、各地区から上がってきました意見につきましては、１月の運営連絡会に

おいて協議し、すでに国で実施されている施策を提案に上げてきているものにつ

いては、今回この中には上げておりませんのでご了承ください。

それでは、事務局より説明をお願いします。
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事 務 局 別別冊資料３の１ページをお開きください。

「平成３１年度 国への農地等利用最適化推進施策の意見について」です。

こちらに載せてあります提案内容等につきましては、１月の各地区推進協議会

で検討・協議していただき、事務局の方へ提出をしていただいた項目です。こち

らで読み上げますので、内容の審議をお願いいたします。読み上げる箇所は提案

事項と提案内容です。提案の背景についてはお目通しください。

①未相続農地の解消に向けての対策・検討について

所有者の死亡後に相続されないままの農地について、農地のあっせんや集約ま

たは売買などを進める場合、担い手が耕作希望であっても未相続や所有権移転が

されていない農地であるためそれが支障となり、農地集積をすることができず、

その後放置され耕作放棄地になる傾向が多く見受けられることから、相続登記の

促進を図るために農地に係る相続登記の費用負担を軽減するための措置を講じる

こと。

三世代前の名義の土地は、納税管理人に所有権を変更できるようする等法改正

を検討すること。

また、貸付けによる利用だけでは所有者の変更とはならず根本的な解決につな

がらないため、地籍調査による現所有者への変更が早急に出来るようにするなど、

農地を荒廃させないための社会政策的な観点での未相続農地の解消に向けての政

策を検討すること。

②有害鳥獣被害対策について

年々増え続ける有害鳥獣被害は、収穫時期に被害を受けることによる営農意欲

の減退、それに伴う離農者の増加等による耕作放棄地の増加など、地域の農業に

深刻な影響を及ぼしている。

有害鳥獣の個体数減少を図るための施策を講じるとともに、農作物への被害を

軽減するために、イノシシ等大型動物に対しては電気柵等の設置経費に対する継

続的な助成を行い、アナグマやヒヨドリ等鳥類に対する有効な防除対策を検討す

ること。

また、近年においては狩猟者等も減り、捕獲体制が十分整わない現状にある。

この捕獲した有害鳥獣の加工処理施設や流通システム等を国・県などで整備でき

れば、「狩猟者の捕獲意欲の向上による人員体制の確保」「食用としてジビエ料理

の推進」「捕獲補助金等の不正受給防止」「農作物の被害減少」など利点が多い。

現在では、一部の自治体で加工処理施設・流通システム等を整備し、実施してい

る箇所はあるものの、まだまだ課題が多いように思われる。今後各自治体の枠を

超え、全国的に展開できる、捕獲した有害鳥獣の加工処理施設・流通システム等

の整備を検討すること。

③壮年新規就農支援金制度の創設について

国内の農業従事者は、加速度的に減少の一途である。その一方で農地の荒廃面

積は増加していく傾向にある。

政府はその対策として、「青年就農給付金制度」を創設して、45 歳未満の担い

手確保に懸命になっているが、なかなか事業効果が見えず、全国各地で担い手不

足のため、農業従事者は減少しており高齢化も進んでいる状況である。

このような中、幅広く意欲的な人材を育成確保・定着させるために、60歳定年者

などを新規就農者や帰農者として活用を図るため、新たに「壮年新規就農支援金

制度」の創設を検討すること。
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④農業後継者育成支援について

青年就農給付金は独立・自営就農であることが要件であり、親元就農のままの

後継者については、対象外となっている。親元就農の後継者であっても農業のみ

で生計を維持するのは厳しい状況であるため、いったんは親元就農しても離農し

たり、そもそも後継者とならない場合も多い。

よって、後継者育成のため、就農後の所得を一定期間補償するなど支援金制度

の創設を検討すること。

また、青年就農給付金は 45歳未満の担い手が対象となっているため、Ｉターン、

Ｕターン、定年退職者などの 45歳以上の新規就農者に対する支援についても就農

後の所得を一定期間補償するなどの支援金制度の創設を検討すること。

⑤農業従事者の減少・高齢化解消対策について

現在、農家の大半が「後継者がいないまま高齢化し労力不足」という状況にあ

る。

これまでの個人経営型から集落営農へと移行しなければ農業者は減少し、それ

による耕作放棄地の増加が予想される。

対策として、中間管理機構による集落への農地集積のさらなる強化、高齢者が

数人集まって作業ができるような農業施設を集落ごとに作る等、集落営農を推進

できるような補助事業の導入を検討すること。

また、若者や定年帰農者が農業で家族を養うことができるような新規就農者支

援対策の更なる拡充をお願いするとともに、地理的表示（ＧＩ）保護制度の周知・

特産品のＰＲ・販路の確保等で農業収益の向上を図ること。

⑥優良農地の基盤整備等の対策推進について

中山間地域総合基盤整備事業を導入してほ場の基盤整備を行い２５年過ぎた

が、水田がぬかるみ、排水がきかないという共通問題が出てきた。

また、畑や農道等も同じように経年劣化が進み使用出来ない個所も多い。

現在、補助事業等はあるものの一個人で導入できる補助事業等はなく、市に要

望してもなかなか期待に応えてもらえない。農地がまとまっている地域の排水工

事事業について、早急に国での基盤整備の対策推進を検討すること

また、遊休農地化がこれ以上進まないためにも、中山間地域等直接支払制度等、

現在導入している補助事業などの継続をすること。

⑦農道の整備、維持管理への助成について

就農者の高齢化や減少に伴い、耕作放棄地が増加しているため、農業委員会等

を通じて利用権設定等の斡旋による耕作放棄地の解消、発生防止に取り組んでい

るが、奥まった場所にある農地への進入路は、私有地の土手や畦を慣習的に便宜

上通行し、公図上に全く存在しない区域も多々存在している。

労働力不足の補充と収穫率向上を図るため、一般農家においても軽トラックや

小型農耕機具を必然的に導入しており、これらの活用が見込めない「貸し手の農

地」は、「受け手が敬遠」し利用権設定に結びつかない。

よって、耕作が容易な農地の周辺環境整備を行う必要があるので、国の予算に

より改善の見込まれる小規模の区域についても、年次的に整備することを検討す

ること。

⑧農道の整備、維持管理を含めた農業施策について

農地は水源かん養、自然環境の保全、美しい景観の形成など多面的な機能を有

しているが、農業者の高齢化に伴い耕作放棄地が増加し、周辺の優良農地への影
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響も危惧される。

さらに、農道の雑草が繁茂し通行不可能や火災が危惧されるなど受益者による

管理が困難であることから、伐開等を含めた維持管理を検討すること。

⑨日本の農業再生について

食料の自給率が３８％まで低下し、上昇の気配はない。農家の高齢化、後継者

の不足、農産物輸入自由化、遊休農地の増加など日本の農業は危機的状況にある。

政府の政策は農地の集積化、企業の農業への参入推進など、真に農業を守るため

の政策を放棄している。

多様な担い手の育成や国連も推進している家族農業を重視する政策に転換すべ

きである。

また、農地集積ありきのみの政策では大規模化した営農組織ほど損失が大き

くなる。このことから、遊休農地の解消を解決するためには農業で生活できる農

政を推進することこそ、最大の解決策であることを訴えるものである。

１．主な農産物の価格保障を行うこと。全ての農家への所得補償を行うこと。

２．担い手、新規就農者、Ｕターンや定年退職者の就農に手厚い援助を行うこ

と。

⑩遊休農地の解消について

１．農地利用最適化推進委員の農地あっせん活動を基本とした意欲ある担い手

を掘り起こす様な施策に取り組んで頂きたい。

２．荒廃農地対策として、肥培管理がしやすいオリーブ等の植付等をすること

について、奨励していただくよう要望する。

３．飼料米に補助金が拠出されるため増加傾向にあり、主食用米が減産に陥っ

ているので生産増に取り組んで頂きたい。

以上です。よろしくお願いします。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

内容を検討し、提案事項を整理したいと考えますが、皆様から何かご意見・ご

質問等ございませんか。

①未相続農地の解消に向けての対策・検討についてはどうですか。

１ 番 委 員 提案内容ですが、三世代前の土地は、納税管理人に所有権を変更できるようす

る等法改正を検討することとありますが、ハードルが高い気がします。

議    長 現実的にはできないです。

代表して管理している人が貸すとかするのは可能かもしれません。

名義変更というのは、今のところ法整備ができないと思います。

１ ８ 番 委 員 納税管理人に所有権を変更できるようにするのではなく、納税管理人の許可が

あれば、貸すことができるようにするとすればいいと思います。

議    長 これをするように国の方で段々なりつつあるんですよね。
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１ ８ 番 委 員 我々が後押しすればいいと思います。

議    長 国の方で動いているので、今回はあげなくてもいいと思いますがどうですか。

１ 番 委 員 今回は、国会でも提出されているので、様子を見ればいいと思います。

議    長 様子を見るということで、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

次に、②有害鳥獣被害対策についてはどうですか。

これは、いつも出ています。各市町村も非常に力を入れています。

１ 番 委 員 要望した方がいいと思います。

議    長 要望するということでよろしいですか。

〔「異議なし」の声あり〕

次に、③壮年新規就農支援金制度の創設についてはどうですか。

１ 番 委 員 ③、④、⑤というのは、一つにまとめて要望すればいいのではないですか。

議    長 ⑨日本の農業再生の２もまとめられると思います。

③、④、⑤、⑨をまとめて要望するということでよろしいですか。

〔「異議なし」の声あり〕

次に、⑥優良農地に基盤整備等の対策についてはどうですか。

⑥、⑦、⑧もまとめられると思いますがどうですか。

⑩もまとめられると思いますが、別がいいですか。

１ 番 委 員 ⑩の遊休農地になる原因が、⑥～⑧だと思いますので、絡んでくると思います。
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議    長 ⑥、⑦、⑧、⑩をまとめて、整理したいと思います。よろしいですか。

〔「異議なし」の声あり〕

⑨の１で、主な農産物の価格補償を行うこと。全ての農家への所得保障を行う

こととありますが、これは、今年度から収入保険制度があります。但し、青色申

告をしている人になります。

これも様子を見るということでよろしいですか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題９．「平成３１年度 国への農地等利用最適化推進施策の意見に

ついて」は、皆様方から出されたご意見を基に、運営連絡会と事務局で整理し、

次回の第１１回総会で再度まとめたいと思います。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

３７ページ～３８ページ ２件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

それでは、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 報告します。３７ページです。

照会日：平成２９年１２月１４日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調

整区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成２９年１２月２８日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３８ページです。

照会日：平成３０年１月１０日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年１月１８日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３９ページ～４０ページ ９件

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

報告事項４「農用地利用配分計画に関する報告の集計について」

なお、報告事項４に際に、前回総会で質問がありました「喜入地区で今年度、

中間管理機構を経由して貸し出された人数」について説明します。

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ３９ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は９件です。

登記地目別では、田２筆、６６６．００㎡、畑２７筆、１２，９６３．００㎡

となっております。取得した事由別数は、相続が９件。権利の種別は、所有権が

９件。農業委員会によるあっせん等は、有が１件、無が８件となっております。

４０ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４１ページ～４９ページ ２５件

事 務 局 ４１ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係はありませんでした。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１７件、駐車場が４件、その他が２件、

資材置場、店舗等が各１件、合計２５件となっております。

４２ページから４９ページは、５条関係２５件の内容です。お目通しをお願い

いたします。

４．農用地利用配分計画に関する報告の集計について

５０ページ～６６ページ １１１件

事 務 局 ５０ページ「報告事項４」をお願いします。

平成２９年１２月２７日認可の農用地利用配分計画に関する報告の集計です。

これらは、県地域振興公社が作成した農用地利用配分計画について、県知事が

認可したことにより、平成２９年１２月３１日から貸付の始期が始まるものです。

使用貸借権２７件４３筆３６，１１０．００㎡、賃借権８４件１２０筆９６，

３５７．００㎡、合計１１１件１６３筆１３２，４６７．００㎡となっておりま

す。始期は平成２９年１２月３１日からになります。

今回の分は、１１月の総会で審議していただいた農用地利用集積計画で、主に

吉野と喜入の農地を中間管理機構である県地域振興公社に貸し付けたものを、同

公社が担い手へ貸し出したものになります。

また、前回の総会で質問がありました「喜入地区で今回中間管理機構を経由し

て貸し出された人数」について報告いたします。

喜入地区につきましては、今回は１６人に８１筆（７６，１７６㎡）の農地が

貸し出されました。

尚、参考までに他地区の人数は、谷山地区 １人に８筆（９，７５８㎡）、吉野

地区 １３人に６８筆（４１，８２３㎡）、松元地区 ３人に６筆（４，７１０㎡）、

合計 ３３人に１６３筆（１３２，４６７㎡）となっています。

５１ページから６６ページは先ほど説明しました農用地利用配分計画の賃貸借

の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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５．農地パトロールの結果について

６７ページ～６８ページ

事 務 局 １０・１１月の農地パトロールの結果について報告します。６７ページをお開

きください。

実施期間ですが、平成２９年１０月３０日から１１月７日に実施しました。各

地区での調査日は、資料をお目通しください。

調査区域についてですが、本庁１班、谷山４班、吉野、伊敷、吉田、桜島、喜

入、松元、郡山の各地区は２班ずつの、９地区１９班でございます。調査委員に

つきましては、資料をお目通しください。

調査結果については、無断転用はございませんでした。また、農地利用変更届

出現地調査は、谷山地区で１件、松元地区で１件ございました。調査結果につき

ましては、６８ページをお開きください。

谷山地区の番号１及び、松元地区の番号２、いずれについても未完了でござい

ました。

以上で１０・１１月の農地パトロールの結果報告を終わります。

議    長 ありがとうございました。

本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１０時５７分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局

議    長

・平成２９年度第１１回総会（月例）開催日時は、

２月２８日（水）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

・平成２９年農業委員会県内現地視察研修日時は、

２月２日（金）午前８時５０分集合 ９時出発

研修先：湧水町

以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１１時００分）


